
緒　　言

　母子保健法に基づいた市町村の保健事業である 1 歳 6
か月児歯科健康診査（以下，1 歳 6 か月児歯科健診と略
す）と 3 歳児歯科健康診査（以下，3 歳児歯科健診と略
す）が，乳歯のう蝕予防に有効であることが示されてい
る1）．　　
　一方，近年，幼児のう蝕有病者の減少率は以前ほど
高くはない．厚生労働省の歯科疾患実態調査結果の
報告 2–4）によれば，3 歳児う蝕有病者率は平成 5 年で
59.7% と高い値であったが，平成 11 年では 36.4％とな
り 23.3% の減少を認めた．しかし，平成 17 年の調査に
おいて，う蝕有病者率は 24.4% であり，平成 11 年に比
較すると減少率は 12.0％であった．
　東京都東久留米市は，平成 17 年度の 3 歳児う蝕有病
者率が 25.0％であり5），歯科疾患実態調査と比較すると

ほぼ同じだが，隣接市のう蝕有病者率が 18.0% 前後に比
べう蝕有病者率は高かった．また，東京都全体と比較す
ると平成 15 年度，東京都の 3 歳児う蝕有病者率 22.0%
であるのに対し，同年における東久留米市のそれは，
30.5% であった．同様に，平成 16，17，18 年度におい
ては，東京都はそれぞれ 20.7%，19.4％，18.3％に対し，
東久留米市はそれぞれ 31.3%，25.0％，23.5％であり5–8），
どの年度も東久留米市の 3 歳児う蝕有病者率は，東京都
に比べ高い値となっていた．そこで，東久留米市ではう
蝕予防対策として，平成 18 年度から 2 歳児歯科健康診
査および保健指導（以下，2 歳児歯科健診と略す）を実
施した．本報告は，1 歳 6 か月児歯科健診と 3 歳児歯科
健診との間の時期である 2 歳の時期に歯科健康診査と保
健指導を実施することが，3 歳児のう蝕有病状況，およ
び口腔保健に関連する生活習慣にどのような影響を及ぼ
しているかを検討した．
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3 歳児う蝕有病状況からみた 2 歳児歯科健康診査の必要性
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　概要：わが国では，母子歯科保健活動として，1 歳 6 か月児と 3 歳児に対し歯科健康診査と保健指導が母子保健法によ
り実施されているが，近年，幼児のう蝕有病者の減少率は以前ほど高くはなくなってきている．幼児のう蝕は，口腔保健
に対する保護者の態度と関連して生活習慣に著しく関連があるとされている．そこで，幼児の口腔衛生に対する保護者の
意識を向上させることは，う蝕予防に効果的であると考えられる．本報告は，2 歳の時期に歯科健康診査と保健指導を行
うことにより，3 歳児のう蝕有病状況，口腔保健に関連する生活習慣に影響を与えるかどうかについて，東京都東久留米
市において検討を行った．平成 19 年度に実施された 3 歳児歯科健診を受診した幼児のうち，1 歳 6 か月児歯科健診時に
う蝕のない幼児 744 名を対象として，2 歳児歯科健診受診の有無別に 3 歳児歯科健診時のう蝕有病状況および問診結果に
ついて解析を行った．その結果，3 歳児のう蝕有病状況を 2 歳児歯科健診の受診の有無で比較すると，受診者でのう蝕有
病者率は受診していない者に比べ有意に低かったが，生活習慣については差は認められなかった．以上のことから，1 歳
6 か月児歯科健診時にう蝕のない者は，2 歳児歯科健診を受診し，保健指導を受けることのほうが，2 歳児歯科健診を受
診ならびに保健指導を受けない者より 3 歳児歯科健診でのう蝕有病者率が少ないことが示された．
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